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唐
代
に
お
け
る
韻
律
意
識
に
つ
い
て

加

藤

聴

（ 

ー
） 

初
唐
期
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
詩
壇
に
お
い
て
確
立
し
た
と
さ
れ
る
近
体
詩
韻
律
が
、
六
朝
後
期
、
五
世
紀
末

に
活
躍
し
た
沈
約
ら
の
声
律
説
に
多
大
な
影
響
を
被
っ
て
い
る
こ
と
は
、
中
国
詩
史
上
の
共
通
認
識
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
近
体
（

1）
 

詩
韻
律
の
成
立
過
程
は
、
主
に
声
調
の
「
四
声
律
」
（
平
・
上
・
去
・
入
声
の
対
立
に
よ
る
）
に
基
づ
く
六
朝
期
の
「
声
病
」
説
が
、

「
平
灰
律
」
（
乎
声
と
、
上
・
去
・
入
声
を
ま
と
め
た
灰
声
と
の
対
立
に
よ
る
）
を
基
と
し
た
韻
律
に
再
構
成
さ
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ

った。完
成
し
た
近
体
詩
韻
律
が
平
灰
律
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
客
観
的
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
か
、

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
確
立
期
で
あ
る
初
唐
に
お
い
て
も
、
実
作
の
場
で
は
「
四
声
律
」
に
よ
る
韻
律
構
成
へ
の
配
慮
が
な
お
存
在
し
た

（

2）
 

こ
と
を
見
逃
し
が
ち
で
あ
る
。
近
体
詩
韻
律
完
成
へ
の
代
表
的
功
労
者
と
し
て
沈
佳
期
・
宋
之
聞
を
挙
げ
る
言
説
は
、
夙
に
唐
代
か
ら

（

3）
 

見
ら
れ
る
が
、
そ
の
評
価
を
後
世
ま
で
決
定
的
な
も
の
と
す
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
言
辞
に
、
北
宋
・
宋
祁
撰
『
新
唐
書
」
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巻
二
O
二
、
宋
之
間
伝
の
次
の
一
節
が
あ
る
。

貌
建
安
後
泡
江
左
、
詩
律
屡
変
、
至
沈
約
・
庚
信
、
以
音
韻
相
腕
附
、
属
対
精
密
。
及
之
間
・
沈
栓
期
、
又
加
廃
麗
、
回
忌
声
病
、

約
句
準
篇
、
如
錦
繍
成
文
。
学
者
宗
之
、
号
為
沈
・
宋
。
（
貌
の
建
安
よ
り
後
江
左
に
吃
る
ま
で
、
詩
律
屡
し
ば
変
じ
、
沈

約
・
庚
信
に
至
り
て
、
音
韻
を
以
て
相
い
腕
附
し
、
属
対
を
精
密
な
ら
し
む
。
［
宋
］
之
問
・
沈
栓
期
に
及
び
て
、
又
た
康
麗
を

あ
や

加
え
、
声
病
を
回
忌
し
、
句
を
約
し
篇
を
準
し
、
錦
繍
の
文
を
成
す
が
如
し
。
学
者
之
れ
を
宗
と
し
、
号
し
て
沈
・
宋
と
為
す
。
）

こ
こ
で
は
、
ま
さ
に
六
朝
期
に
お
け
る
声
律
探
究
の
延
長
線
上
に
沈
・
宋
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、

彼
ら
の
韻
律
に
対
す
る
配
慮
を
「
声
病
を
回
忌
し
」
と
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
云
う
「
声
病
」
と
は
、
平
灰
律
に
基
づ
く

（

4）
 

近
体
詰
韻
律
上
の
禁
忌
を
漠
然
と
指
す
の
で
は
な
く
、
か
の
四
声
律
に
よ
る
「
声
病
」
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の

「
声
病
を
回
忌
し
」
と
い
う
発
言
は
、
北
宋
初
期
に
お
い
て
、
平
灰
近
体
律
が
確
立
し
た
時
期
に
沈
・
宋
が
な
お
四
戸
律
を
意
識
的
に

運
用
し
て
い
た
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

実
捺
、
唐
代
に
至
っ
て
も
四
声
律
に
よ
る
韻
律
の
議
論
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
ま
た
詩
人
の
韻
律
意
識
と
し
て
も
四
声
律
は
忘
れ

去
ら
れ
た
過
去
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
一
言
及
を
順
次
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（ 

ー） 

『
全
唐
文
』
巻
八
六
五
に
収
載
す
る
「
元
［
リ
玄
］
英
先
生
詩
集
序
」
は
、
五
代
末
か
ら
北
宋
初
期
に
か
け
て
の
人
物
で
あ
る
王
賛

（
生
卒
年
不
詳
）
が
、
中
晩
唐
の
詩
人
で
あ
る
方
干
（
八

O
九
1
八
八
八
？
）

の
詩
集
の
た
め
に
撰
し
た
序
文
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、



冒
頭
に
漢
貌
以
来
の
詩
史
の
変
遷
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

唐
興
、
其
音
復
振
、
陳
子
昂
始
以
骨
気
為
主
、
而
寵
拘
四
声
・
五
七
字
律
。
（
唐
興
り
、
其
の
音
復
た
振
る
い
て
、
陳
子
昂
始

か

か

わ

や

め
て
骨
気
を
以
て
主
と
為
し
、
而
し
て
四
声
・
五
七
字
律
に
拘
る
こ
と
寝
め
り
。
）

初
唐
に
お
い
て
、
陳
子
昂
（
六
六
一

i
七
O
二
）
が
斉
・
梁
以
来
の
修
辞
過
剰
の
詩
風
を
一
変
し
、
漢
貌
の
風
骨
を
取
り
戻
そ
う
と

唐代における韻律意識について

し
た
こ
と
は
、
彼
自
身
が
「
与
東
方
左
史
此
修
竹
篇
序
」
（
四
部
叢
刊
本
『
陳
伯
玉
文
集
』
巻
一
）
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
そ

の
後
の
唐
代
詩
史
の
共
通
認
識
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
彼
以
前
の
初
唐
詩
の
韻
律
に
つ
い
て
「
四
声
・
五
七
字
律
に
拘
る
」
と
評
し

て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
手
つ
「
四
声
」
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
四
声
律
に
よ
る
戸
病
説
を
指
し
、
「
五
七
字
律
」
と
は
、

唐
代
に
入
っ
て
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
乎
灰
律
に
よ
る
五
一
言
・
七
言
の
律
詩
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
初
唐
期
、

韻
律
が
平
灰
律
の
み
な
ら
ず
、
四
声
律
に
よ
っ
て
も
追
究
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
言
辞
で
あ
る
と
い
え
る
。

顕
・
約
己
降
、
競
・
融
以
往
、
声
譜
之
論
穆
起
、
病
犯
之
名
争
興
。
家
製
格
式
、
人
談
疾
累
、
徒
競
文
華
、
空
事
拘
検
、
霊
感
沈

｛
沈
］
約
よ
り
己
降
、
［
一
亙
競
・
［
山
雀
］
融
よ
り
以
往
、
声
譜
の
論
穆
と
し
て
起
り
、
病
犯
の

っ
く

名
争
い
興
る
。
家
ご
と
に
格
式
を
製
り
、
人
ご
と
に
疾
累
を
談
じ
て
、
徒
ら
に
文
華
を
競
い
、
空
し
く
拘
検
を
事
と
し
、
霊
感

み
率
マ
」
レ

ι

沈
秘
し
て
、
彫
弊
宴
に
繁
し
。
）

秘
、
彫
弊
宴
繁
。
（
［
周
］
顕
・

（

5）
 

右
は
、
「
文
鏡
秘
府
論
』
西
巻
の
空
海
に
よ
る
序
文
で
あ
る
。
九
世
紀
初
頭
に
、
唐
よ
り
将
来
し
た
詩
文
創
作
理
論
の
著
作
を
編
集

31 

し
た
こ
の
書
に
は
、
当
時
の
多
く
の
声
律
説
が
引
用
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
周
回
酬
や
沈
約
と
い
っ
た
六
朝
声
律
説
代
表
者
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の
系
譜
の
中
に
、
一
死
競
（
生
卒
年
不
詳
）

－
崖
融
（
六
五
三
i
七
O
六
）
と
い
う
初
唐
の
声
律
論
の
著
者
（
そ
の
著
作
は
そ
れ
ぞ
れ
該

書
中
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
四
声
律
に
つ
い
て
論
じ
た
部
分
を
持
つ
）
を
置
き
、
初
唐
当
時
の
四
声
律
に
よ
る
声
病
説
流
行

の
様
子
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
云
う
「
声
譜
」
と
は
「
四
声
譜
」
、
「
病
犯
」
と
は
四
声
律
に
基
づ
く
声
病
の
こ
と
。

沈
侯
・
劉
善
之
後
、
王
・
岐
・
崖
・
元
之
前
、
盛
談
四
声
、
争
吐
病
犯
。
黄
巻
溢
佳
降
、
糊
帳
満
車
。
貧
而
楽
道
者
、
望
絶
訪
写
、

童
而
好
学
者
、
取
決
無
由
。
（
沈
侯
［
H
沈
約
］

・
劉
益
百
［
経
］
の
後
、
王
［
昌
齢
］

前
、
盛
ん
に
四
声
を
談
じ
、
争
い
て
病
犯
を
吐
く
。
黄
巻
艇
に
溢
れ
、
網
軟
車
に
満
つ
。
貧
に
し
て
道
を
楽
し
む
者
は
、
望
み

ド
4
F

’レ

を
訪
写
に
絶
ち
、
童
に
し
て
学
を
好
む
者
は
、
決
を
取
る
に
由
無
し
。
）

岐
［
然
］

・
崖
［
融
］

一
冗
［
競
］

の

同
書
、
天
巻
の
序
。
こ
こ
に
は
、
王
昌
齢
（
六
九
八
1
七
五
七
）

や
釈
岐
然
（
七
二
0
7
1
7
）
と
い
っ
た
、
盛
唐
・
中
唐
の
詩
人

の
名
も
見
え
、
前
に
引
い
た
西
巻
序
と
同
じ
く
、
四
声
律
に
よ
る
声
病
説
が
い
か
に
隆
盛
を
極
め
て
い
た
か
が
述
べ
ら
れ
る
。
入
唐
僧

空
海
の
筆
に
は
、

か
の
地
へ
の
思
い
が
こ
も
っ
た
誇
張
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
唐
代
の
四
戸
律
の
論
議
が
、
単
に
存
在
し
た
と
い

う
水
準
を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

も
う
少
し
時
代
を
遡
っ
た
、
陪
唐
の
際
の
頃
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
「
続
古
今
詩
苑
英
華
集
』
と
い
う
「
唐
人
選
唐

詩
」
の
先
駆
け
と
な
る
詞
華
集
（
今
供
）

の
編
者
で
も
あ
る
、
釈
慧
浄
（
五
七
八
l
六
四
五
）
に
つ
い
て
、
唐
・
道
宣
撰
『
続
高
僧
伝
』

巻
三
、
釈
慧
浄
伝
（
『
大
正
大
蔵
経
』
巻
五
O
所
収
）

は
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
る
。

伺
日
「
法
師
必
須
詞
理
・
切
対
、
不
得
犯
平
頭
・
上
尾
。
」
子
時
令
冠
平
帽
。
浄
因
戯
日
「
貧
道
既
不
冠
帽
、
寧
犯
平
頭
。
」
令
日



よ

「
若
不
犯
平
頭
、
当
犯
上
尾
。
」
浄
日
「
貧
道
脱
履
昇
床
、
自
可
上
而
無
尾
。
：
：
：
」
（
［
始
平
令
楊
宏
］
偽
り
て
日
く
「
法
師
詞

理
・
切
対
を
必
須
む
れ
ば
、
平
頭
・
上
尾
を
犯
す
を
得
、
さ
ら
ん
」
と
。
時
に
令
｛
H
楊
宏
］
平
帽
を
冠
る
。
［
慧
］
浄
因
り
て
戯

く

し

い

ず

く

れ
て
日
く
「
貧
道
既
に
帽
を
冠
ら
ざ
る
に
、
寧
ん
ぞ
平
頭
を
犯
さ
ん
」
と
。
令
日
く
「
若
し
平
顕
を
犯
さ
や
さ
ら
ば
、
当
に
上
尾

く

つ

お

仰

す

か

を
犯
す
べ
し
」
と
。
浄
日
く
「
貧
道
履
を
脱
ぎ
て
床
に
昇
る
に
、
自
ら
上
り
て
尾
無
か
る
べ
し
。
：
：
：
」
）

始
平
県
令
の
楊
宏
な
る
人
物
と
の
機
知
に
富
ん
だ
や
り
と
り
の
中
に
は
、
平
頭
や
上
尾
と
い
っ
た
、
四
声
律
に
基
づ
く
八
病
説
の
タ

唐代における韻律意識について

i
ム
が
出
て
く
る
。
そ
の
発
言
か
ら
は
、
楊
宏
が

「
詞
理
（
筋
道
だ
っ
た
措
辞
）

と
切
対
（
き
っ
ち
り
と
し
た
対
偶
）
」
を
具
備
し
た

詩
を
作
る
上
で

「
平
頭
や
上
尾
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
楊
宏
の
そ
の
一
一
一
一
口

葉
に
対
し
て
ウ
イ
ッ
ト
で
切
り
返
す
慧
浄
は
仏
典
漢
訳
家
で
も
あ
り
、
そ
の
種
の
人
物
は
当
時
、
音
韻
・
声
律
に
つ
い
て
殊
に
自
覚
的

で
あ
っ
た
。
同
伝
の
引
く
、
中
書
舎
人
李
義
府
（
六
一
四
i
六
六
六
）
が
慧
浄
の
詩
に
付
し
た
序
は
次
の
よ
う
に
云
う
。

よ

そ

そ

由
斯
声
唱
更
高
、
玄
儒
属
目
、
翰
林
文
士
推
承
冠
絶
、
一
瞬
述
新
製
、
請
槌
暇
累
。
（
斯
れ
由
り
声
唱
更
に
高
く
、
玄
儒
目
を
属

あ
ば

ぎ
、
翰
林
の
文
士
冠
絶
を
推
承
し
て
、
競
い
て
新
製
を
述
べ
、
暇
累
を
描
く
を
請
う
。
）

「
玄
儒
」
、
「
翰
林
の
文
士
」
と
い
っ
た
、
当
時
の
詩
壇
を
担
う
、
即
ち
近
体
詩
韻
律
形
成
に
直
接
関
わ
っ
て
い
く
存
在
が
、
彼
の
も

と
に
「
暇
累
」

の
指
摘
を
求
め
て
や
っ
て
来
る
。
こ
こ
で
の
「
暇
累
（
作
品
の
き
ず
・
欠
点
）
」
と
は
、
四
声
律
に
基
づ
く
声
病
を
指

す
だ
ろ
う
。
こ
の
一
文
は
、
惰
唐
の
際
に
お
い
て
、
四
声
律
に
基
づ
く
韻
律
の
論
議
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

33 



34 

と
こ
ろ
で
、
慧
浄
の
周
辺
で
四
声
律
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
の
時
期
は
、
陪
唐
の
際
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
王
績
（
五
九
O
i
六

四
回
）
が
生
き
た
時
代
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
短
期
間
微
官
に
就
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
王
績
に
は
、
近
体
詩
韻
律
整
備
の
過
程
で
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
君
臣
奉
和
や
応
制
の
詩
作
は
な
く
、
陶
淵
明
を
敬
慕
し
た
詩
風
は
そ
の
質
朴
さ
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ

46） 

る
が
、
同
時
に
彼
の
詩
の
多
く
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
抜
き
ん
で
て
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
平
灰
近
体
律
を
備
え
て
い
た
。

か
く
一
方
で
は
四
声
律
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
詩
壇
が
あ
り
、
他
方
で
は
そ
こ
か
ら
距
離
を
お
い
た
王
績
の
よ
う
な
人
物
に
よ
っ
て
、

平
灰
律
が
研
、
ぎ
澄
ま
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
四
戸
律
へ
の
配
慮
と
平
灰
律
へ
の
配
慮
と
の
双
方
が
見
え
隠
れ
す
る
状
況

こ
そ
、
こ
の
惰
唐
の
際
の
み
な
ら
ず
、
唐
代
全
般
に
わ
た
る
韻
律
意
識
の
現
実
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
四
声
律
と
平
灰
律
が
併
存
す
る
唐
代
の
韻
律
意
識
が
現
れ
て
い
る
言
説
を
も
う
少
し
見
て
み
よ
う
。
殿
璃
は
、
生
卒

年
は
不
詳
で
あ
る
が
、
盛
唐
期
の
中
心
と
な
る
時
代
を
生
き
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
開
元
・
天
宝
と
い
う
同
時
代
の
詩
人
の
作
品

を
集
め
て
編
ん
だ
詞
華
集
「
河
岳
英
霊
集
』
の
序
と
「
集
論
」
に
は
、
股
稽
自
身
の
韻
律
に
対
す
る
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

至
如
曹
・
劉
詩
、
多
直
語
、
少
切
対
。
或
五
字
並
側
、
或
十
字
倶
平
、
而
逸
駕
終
存
。
（
曹
［
植
］
・
劉
［
柏
］
が
詩
の
如
き
に
至

り
て
は
、
直
語
多
く
し
て
、
切
対
少
な
し
。
或
い
は
五
字
並
び
に
側
、
或
い
は
十
字
俣
に
平
な
れ
ど
も
、
逸
駕
終
に
存
す
。
）

夫
能
文
者
匪
調
四
戸
尽
要
流
美
、
八
病
威
須
避
之
。
縦
不
拍
二
、
未
為
深
映
。
（
夫
れ
文
を
能
く
す
る
と
は
四
声
尽
く
流
美
な
る

（

7）
 

を
要
し
、
八
病
恥
な
須
く
之
れ
を
避
く
る
べ
き
を
謂
う
に
匪
ず
。
縦
い
二
を
拍
せ
ざ
る
も
、
未
だ
深
被
と
為
さ
ず
。
）

ま
ず
、
引
用
前
者
の
序
に
お
い
て
、
六
朝
声
律
説
以
前
の
建
安
詩
人
で
あ
る
曹
植
と
劉
棋
の
詩
の
韻
律
を
論
じ
る
際
、
「
平
側
［
リ



灰
］
」
と
い
う
概
念
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

一
旬
五
字
全
て
が
灰
声
で
あ
っ
た
り
、
二
句
十
字
が
み
な
平
声
だ
っ
た

り
す
る
よ
う
な
、
平
灰
近
体
律
か
ら
す
る
と
明
ら
か
に
不
備
が
あ
る
韻
律
に
も
「
逸
駕
（
傑
出
し
た
才
覚
こ
が
あ
る
、
と
い
う
自
然

の
譜
調
を
重
ん
じ
る
指
摘
は
、
本
を
正
せ
ば
平
灰
律
に
基
づ
く
韻
律
意
識
か
ら
発
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
引
用
後
者
の
「
集
論
」
に
お
い
て
は
、
「
文
を
能
く
す
る

（
こ
こ
で
は
専
ら
詩
作
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
こ
と
は

唐代における韻律意識について

「
四
声
・
八
病
」
と
い
う
四
声
律
に
よ
る
声
病
を
完
壁
に
さ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
、
「
拍
二
」
と
い
う
平
灰
律
に
基
づ
く
韻
律
に

（

8）
 

か
な
わ
な
く
と
も
、
そ
れ
は
大
き
な
落
ち
度
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
注
意
し
た
い
の
は
、
詩
の
し
か
る
べ
き
韻
律
を
論
ず

る
に
あ
た
っ
て
、
四
声
律
と
平
灰
律
の
双
方
を
援
用
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
殿
曜
の
韻
律
意
識
に
、
四
戸
律
と
平
灰
律
の
両

方
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

こ
の
章
の
最
後
と
し
て
、
詩
の
韻
律
に
お
い
て
四
声
律
と
平
灰
律
が
並
立
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
事
実
を
、
実
作
の
場
に
即
し
て
佑

御
と
さ
せ
る
次
の
詩
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

有
筒
王
秀
才
、
笑
我
詩
多
失
。
云
不
識
蜂
腰
、
伺
不
会
鶴
膝
。
平
側
不
解
圧
、
凡
言
取
次
出
。
我
笑
体
作
詩
、
如
盲
徒
詠
日
。

あ

や

し

な

さ

と

お

（
箇
の
王
秀
才
、
我
が
詩
の
失
ま
り
多
き
を
笑
う
有
り
二
五
う
ら
く
は
蜂
腰
を
識
ら
ず
、
伺
お
鶴
膝
を
会
ら
ず
。
平
側
圧
す
を
解

ぞ

ん

ざ

い

重

み

め

し

い

い

た

ず

せ
ず
、
凡
言
取
次
に
出
だ
す
と
。
我
は
笑
う
体
の
詩
を
作
る
こ
と
、
盲
の
徒
ら
に
日
を
詠
む
が
如
し
と
。
）

「
全
唐
詩
』
巻
八
O
六
に
、
索
、
山
の
「
詩
」
二
八
六
番
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
詩
。
詩
中
第
五
句
の
「
圧
す
」
と
は
、
押
韻
の
こ
と
で

（

9）
 

あ
る
。
寒
山
の
生
き
た
時
代
は
、
中
宗
朝
か
ら
大
暦
・
貞
元
年
間
の
範
囲
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
詩
に
描
か
れ
て
い

35 

る
の
は
初
唐
末
か
ら
中
唐
期
ご
ろ
の
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
王
秀
才
（
未
詳
）
な
る
人
物
が
、
韻
律
に
と
ら
わ
れ
な
い



36 

寒
山
の
詩
を
評
す
る
の
に
、
「
蜂
腰
・
鶴
膝
」
と
い
う
四
声
律
に
よ
る
声
病
説
の
タ
l
ム
を
用
い
る
と
同
時
に
、
「
平
側
」
と
い
う
文
字

通
り
平
灰
律
を
一
示
す
語
も
使
っ
て
い
る
。

前
章
ま
で
に
は
、
唐
代
に
お
け
る
韻
律
意
識
が

一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
平
灰
律
の
み
に
集
中
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
六

朝
後
期
以
来
の
四
声
律
に
配
慮
す
る
部
分
も
な
お
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
そ
の
四
声
律
へ
の
言
及
に
は
、
「
声
病
」
に
「
拘
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
や
、
そ
れ
を
「
避
け
る
」
と

い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の

「
声
病
」

へ
の
対
処
に
対
す
る
評
価
は
唐
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
以
下
に
そ
の
評
価
の
あ
り
方
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

詩
人
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
古
文
家
の
先
駆
け
と
し
て
も
知
ら
れ
る
一
瓦
結
（
七
一
九
i
七
七
二
）

は
、
そ
の
友
人
等
の
作
品
を
集

め
て
編
ん
だ
詞
華
集
「
匿
中
集
』

の
序
（
「
全
唐
文
』
巻
一
二
八
一
）
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
云
う
。

近
世
作
者
更
相
沿
襲
、
拘
限
声
病
、
喜
尚
形
似
、
且
以
流
易
為
辞
、
不
知
喪
於
雅
正
、
然
哉
。
（
近
世
の
作
者
更
に
相
い
沿
襲
し
、

こ

の

た

つ

と

か

う

し

立

声
病
に
拘
限
し
、
形
似
を
喜
み
尚
び
て
、
且
つ
流
易
を
以
て
辞
と
為
し
、
雅
正
を
喪
う
を
知
ら
ざ
る
こ
と
、
然
る
哉
。
）

こ
こ
で
云
う
「
近
世
」
と
は
唐
代
を
指
す
。
こ
こ
で
は

「
声
病
に
拘
限
（
こ
だ
わ
る
と
す
る
こ
と
は
、
「
雅
正
を
喪
う
」
こ
と
に
繋

が
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
こ
の

『
陸
中
集
』
を
古
体
詩
の
み
で
編
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

科
挙
制
度
が
整
備
さ
れ
た
唐
代
に
あ
っ
て
、
永
隆
二
年
（
六
八
一
）
以
降
進
士
科
の
試
験
に
「
雑
文
」
が
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、



（

m） 

特
に
天
宝
年
間
以
降
、
そ
の
「
雑
文
」
と
は
専
ら
詩
賦
の
製
作
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
課
さ
れ
る
詩
、
即
ち
省
試
詩
は
五
二
一
日

十
二
句
の
排
律
で
あ
り
、
当
然
韻
律
に
対
す
る
理
解
が
試
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
買
至
（
七
一
八
j
七
七
二
）

lま

「
議
楊
結
候
奏
貢
挙
疏
」
（
『
全
唐
文
』
巻
三
六
八
）
に
お
い
て
、
「
声
病
」
の
み
に
拘
る
選
抜
姿
勢
は
「
浮
艶
」
を
助
長
し
、
詩
が
本
来

も
つ
教
化
の
効
果
を
失
わ
せ
る
も
の
だ
と
し
て
批
判
し
た
。

唐代における韻律意識について

ム
7

試
学
者
以
帖
字
為
精
通
、
而
不
窮
旨
義
。
宣
能
知
遷
怒
或
過
之
道
乎
。
考
文
者
以
声
病
為
是
非
、
而
惟
択
浮
艶
。
霊
能
知
移
風

易
俗
化
天
下
之
事
乎
。
（
今
学
を
試
み
る
者
は
帖
字
を
以
て
精
通
と
為
し
、
旨
義
を
窮
め
ず
。
宣
に
能
く
怒
り
を
遷
し
過
ち
を
或

た
び
す
る
の
道
を
知
ら
ん
や
。
文
を
考
う
る
者
は
声
病
を
以
て
是
非
と
為
し
、
惟
だ
浮
艶
を
択
ぶ
の
み
。
畳
に
能
く
風
を
移
し
俗

（

uq 

を
易
え
天
下
を
化
す
る
の
事
を
知
ら
ん
や
。
）

科
挙
選
抜
の
場
に
お
け
る
「
声
病
」
に
対
す
る
同
様
の
指
摘
は
、
権
徳
輿
（
七
六
一

l
八
一
八
）
の
「
進
士
策
間
五
道

（ロ）

（
「
八
五
唐
文
』
巻
四
八
三
）
に
も
見
ら
れ
る
。
「
声
病
」
へ
の
こ
の
よ
う
な
批
判
的
評
価
が
、
元
結
・
賢
至
・
権
徳
輿
と
い
う
、
古
文
運

第
五
道
」

動
の
担
い
子
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

そ
の
古
文
運
動
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
韓
愈
に
、
元
和
の
初
め
聴
せ
ら
れ
て
仕
官
し
た
経
験
を
も
っ
李
湖
（
七
七
三

i
八
三
一
）
は
、

弟
に
贈
っ
た
長
編
古
詩
「
喜
一
弟
淑
百
円
至
為
長
歌
」
（
『
全
唐
詩
」
巻
四
七
三
）

の
一
節
に
自
ら
の
詩
作
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る

近
来
詩
思
殊
無
況
、
苦
被
時
流
不
栢
放
。
雲
騰
浪
走
勢
未
衰
、
鶴
膝
蜂
腰
豊
能
障
。
送
爾
為
文
殊
不
識
、
貴
従
一

一
伝
胸
臆
。

37 
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て

こ

う

む

あ

（
近
来
詰
思
殊
に
況
無
け
れ
ど
も
、
時
流
を
被
り
て
相
い
放
た
ざ
る
に
苦
し
む
。
雲
騰
が
り
浪
走
る
が
ご
と
く
勢
い
未
だ
衰

さ

わ

な

ん

じ

あ

や

た

め

し

え
ざ
る
に
、
鶴
膝
蜂
腰
宣
に
能
く
障
ら
ん
や
。
爾
を
送
る
に
文
の
為
に
す
る
こ
と
殊
に
識
ら
ず
、

一
一
に
従
い
て
胸
臆
を
伝
う

る
を
貴
ぶ
の
み
。
）

こ
こ
で
も
「
鶴
膝
・
蜂
腰
」
と
い
う
声
病
が
、
・
奔
放
な
る
「
詩
思
」
の
ほ
と
ば
し
り
に
「
障
る
」
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、

否
定
的
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
唐
代
に
お
け
る
「
声
病
」
は
、
唐
人
に
よ
っ
て
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
と
は
異

な
る
言
説
も
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
晩
唐
の
顧
陶
（
生
卒
年
不
詳
）

は

一
二
三
二
首
を
収
め
る
大
規
模
な
調
華
集
『
唐
詩

類
選
』
（
今
侠
）
を
編
み
、
大
中
十
年
（
八
五
六
）
に
そ
の
序
（
『
全
唐
文
』
巻
七
六
五
）
を
記
し
て
次
の
よ
う
に
云
う
。

震
有
律
体
、
祖
尚
清
巧
、
以
切
語
対
為
工
、
以
絶
声
病
為
能
、
則
有
沈
・
宋
・
燕
公
・
九
齢
・
厳
・
劉
・
銭
・
孟
・
司
空
曙
・
李

端
・
二
皇
甫
之
流
、
実
繁
其
数
。
皆
妙
於
新
韻
、
播
名
当
時
。
亦
可
謂
守
章
句
之
範
、
不
失
其
正
者
失
。
（
愛
に
律
体
有
り
て
、

清
巧
を
祖
尚
し
、
語
対
に
切
な
る
を
以
て
工
と
為
し
、
声
病
を
絶
つ
を
以
て
能
と
為
す
は
、
則
ち
沈
［
住
期
］
・
宋
［
之
問
］
・
燕

甫
曾
］
公
［
H
張
説
］
・
［
張
］
九
齢
・
厳
［
維
］
・
劉
［
再
錫
］
・
銭
［
起
］
・
孟
［
浩
然
］
・
司
空
曙
・
李
端
・
二
皇
甫
〔
U
皇
甫
再
・
皇

あ

の
流
有
り
て
、
実
に
其
の
数
繁
し
。
皆
な
新
韻
に
妙
な
り
て
、
名
を
当
時
に
播
ぐ
。
亦
た
章
句
の
範
を
守
り
、
其
の
正

を
失
わ
ざ
る
者
と
謂
う
可
し
。
）

こ
こ
で
は
、
唐
王
朝
成
立
後
の
「
律
体
（
近
体
詩
）
」
成
立
の
流
れ
を
述
べ
る
中
で
、
「
声
病
を
絶
つ
」
こ
と
に
秀
で
た
沈
・
宋
以
下



の
詩
人
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
新
韻
（
近
体
詩
韻
律
こ
に
よ
る
詩
作
に
秀
で
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
近
体
詩
は
「
章
句
の

範
」
や
「
其
の
正
」
、

つ
ま
り
詩
作
に
お
い
て
の
っ
と
る
べ
き
規
範
を
遵
守
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（四）

唐代における韻律意識について

以
上
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
唐
代
に
お
け
る
韻
律
意
識
が
、
こ
の
時
期
に
成
立
を
見
、
以
後
千
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
固
守
さ
れ
た
近

へ
の
配
慮
の
み
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
六
朝
後
期
以
来
の

体
詩
韻
律
が
基
づ
く
「
平
灰
律
」

「
四
戸
律
」

~ 

の

目
配
り
も
な
お
存
在
し
続
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
「
声
病
」

へ
の
対
処
に
対
す
る
唐
代
の
評
価
の
あ
り
方
を
検
討
し
、

全
て
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
評
価
が
大
方
否
定
的
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。

あ
る
時
代
の
韻
律
意
識
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
時
、
そ
れ
は
実
作
の
韻
律
調
査
と
、
そ
の
時
代
の
韻
律
に
対
す
る
言
及
の
検
討
と
の

両
面
か
ら
探
究
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
稿
は
後
者
の
面
か
ら
そ
れ
を
考
察
す
る
試
み
の
一
端
で
あ
っ
た
。

注
（1
）
今
に
伝
え
ら
れ
る
声
病
説
、
と
り
わ
け
そ
の
代
表
で
あ
る
所
謂
「
八
病
説
」
が
、
全
て
六
朝
期
に
形
成
さ
れ
た
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は

議
論
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
主
に
四
声
律
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
と
り
あ
え
ず
そ
れ
を
六
朝
期
の
声
律
論
の
中

に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。

（2
）
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
考
に
は
、
古
川
末
喜
「
『
文
鏡
秘
府
論
』
に
み
る
四
声
律
と
平
灰
律
」
（
「
佐
賀
大
学
教
養
部
研
究
紀
要
』

二
七
・
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
拙
稿
「
初
唐
期
近
体
詩
に
お
け
る
四
声
・
八
病
説
の
運
用
」
（
「
集
刊
東
洋
学
』
八
二
・
一
九
九
九

年
）
で
は
、
初
唐
期
を
代
表
す
る
詩
人
の
五
言
八
句
近
体
詩
に
つ
い
て
四
声
律
に
よ
る
韻
律
調
査
を
実
施
し
、
こ
の
時
期
の
実
作
に
お
い
て
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四
声
律
が
い
ま
だ
意
識
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（3
）
比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
「
全
唐
文
』
巻
六
五
四
、
一
冗
棋
「
唐
故
工
部
員
外
郎
杜
君
墓
係
銘
」
の
叙
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（4
）
注
（
2
）
の
拙
稿
参
照
。
ま
た
、
小
川
環
樹
編
『
唐
代
の
詩
人
！
そ
の
伝
記
』
（
大
修
館
書
店
・
一
九
七
五
年
）
一

O
二
頁
、
福
島
吉
彦

氏
は
こ
の
「
声
病
」
に
注
し
て
「
詩
の
音
調
韻
律
上
の
欠
点
。
具
体
的
に
は
八
病
の
こ
と
」
と
云
う
。

（5
）
以
下
の
「
文
鏡
秘
府
論
」
本
文
引
用
は
、
興
膳
宏
訳
注
・
解
説
「
弘
法
大
師
空
海
全
集
第
五
巻
」
（
筑
摩
書
房
－
－
九
八
六
年
）
に
よ
り
、

そ
の
訳
注
・
解
説
、
も
参
照
し
た
。

（6
）
こ
の
問
題
を
中
心
的
に
論
じ
た
も
の
に
、
王
志
華
「
五
一
戸
一
口
律
奨
基
者
旧
説
応
該
推
翻
重
評
王
績
在
詩
歌
史
上
的
地
位
」
（
『
晋
陽
学
刊
』

一
九
九
O

三
・
一
九
九
O
年
）
が
あ
る
。

（7
）
以
上
の
『
河
岳
英
霊
集
』
本
文
引
用
は
、
李
珍
華
・
侍
旋
珠
『
河
岳
英
霊
集
研
究
」
（
中
華
書
局
・
一
九
九
二
年
）
に
附
さ
れ
る
『
河
丘
山
英

霊
集
』
に
よ
っ
た
。

（8
）
「
枯
一
一
」
と
は
、
一
冗
競
の
一
不
つ
「
換
頭
」
の
法
（
『
文
鏡
秘
府
論
」
天
巻
「
調
声
」
所
引
『
詩
髄
脳
』
に
見
え
る
）
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、

聯
の
相
接
す
る
部
分
で
各
句
第
二
字
の
声
調
を
平
声
も
し
く
は
そ
れ
以
外
（
上
・
去
・
人
声
）
で
揃
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ち
ょ
う
ど
平
灰
近

体
律
の
粘
法
と
同
様
の
韻
律
を
構
成
す
る
も
の
を
い
う
。
そ
の
説
明
に
「
平
灰
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
厳
密
に
は
四
戸
律
に
よ

る
韻
律
で
あ
る
が
、
四
声
を
平
声
と
上
・
去
・
入
声
と
に
明
確
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
事
実
上
半
灰
律
に
基
づ
く
韻
律
で
あ

る
ト
」
い
ゆ
え
る
。

（9
）
余
嘉
錫
『
四
庫
提
要
緋
証
』
巻
二
十
、
及
び
楊
明
・
王
運
照
「
寒
山
子
詩
歌
的
創
作
年
代
」
（
王
運
照
『
漢
一
貌
六
朝
唐
代
文
学
論
叢
』
上

海
古
籍
出
版
社
・
一
九
八
一
年
）
参
照
。

（
日
）
捕
得
税
世
相
『
唐
代
科
挙
与
文
学
』
（
文
史
哲
出
版
社
・
一
九
九
四
年
）
第
七
・
十
四
章
参
照
。

（
日
）
資
至
の
こ
の
発
言
は
、
「
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
二
、
代
宗
広
徳
元
年
（
七
六
二
一
）
六
月
発
酉
条
に
も
引
か
れ
、
胡
三
省
は
「
声
病
」
の
語

に
注
し
て
以
下
の
よ
う
に
云
う
。

声
病
、
謂
以
平
上
去
入
四
声
絹
而
成
文
、
立
日
従
文
順
謂
之
声
、
反
定
則
謂
之
病
。
（
声
病
と
は
、
平
上
去
入
の
四
声
を
以
て
絹
ぎ
て
文

を
成
し
、
音
文
に
従
い
て
順
な
れ
ば
之
れ
を
声
と
謂
い
、
是
れ
に
反
す
れ
ば
則
ち
之
れ
を
病
と
謂
う
を
謂
う
o
）

問
。
育
材
造
士
為
国
之
本
、
修
辞
待
問
賢
者
能
之
。
山
豆
促
速
於
儀
偶
、
牽
制
於
声
病
之
為
耶
。
（
閥
単
つ
。
材
を
育
て
士
を
造
る
は
国
を
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お

さ

よ

こ

せ

こ

せ

た

め

為
む
る
の
本
に
し
て
、
修
辞
と
待
聞
は
賢
者
之
れ
を
能
く
す
。
宣
に
億
偶
に
促
速
し
、
声
病
に
牽
制
せ
ら
る
る
の
為
な
ら
ん
や
。
）

な
お
、
文
宗
の
開
成
二
年
（
八
三
七
）
に
、
進
士
の
課
題
詩
を
従
来
の
近
体
詩
韻
律
に
よ
ら
な
い
「
斉
梁
格
」
で
作
製
す
る
旨
を
文
宗
自

ら
指
示
し
た
の
も
、
科
挙
選
抜
に
お
け
る
詩
作
の
あ
り
方
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鈴
木
修
次
「
斉
梁

格
・
斉
梁
体
に
つ
い
て
」
（
「
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
国
文
史
哲
学
論
集
』
講
談
社
・
一
九
七
九
年
）
参
照
。

（
補
）
本
稿
中
の
人
物
の
生
卒
年
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
周
祖
－
諜
主
編
『
中
国
文
学
家
大
辞
典
・
唐
五
代
巻
」
（
中
華
書
局
・
一
九
九
二
年
）
を

参
照
し
た
。

唐代における韻律意識について

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）
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